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身体の性、自認する性、好きになる性、性のあり方は一人ひとり異なります。性的少数者に限らず、 

性の多様性はすべての人に関わることを認識して、偏見と差別をなくしましょう。 

持続可能な開発目標（SDGs）は、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」 

ことを誓っており、すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための取り組みが 

進められています。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、 

SDGs の目標は相互に関連しています。 

部落差別の解消の 

推進に関する法律 ヘイトスピーチ解消法 

障害者差別解消法 

大阪府人権尊重の 

社会づくり条例 

大阪府人種又は民族を 

理由とする不当な差別的言動 

の解消の推進に関する条例 

性自認の多様性に関する 

大阪府性的指向及び 

府民の理解の増進に関する条例 

対する差別的な書き込み等が増えて 

インターネット等を悪用した部落に 

部落差別のない社会の実現をめざし 

います。部落差別の解消を推進し、 

たものです。 

「ヘイトスピーチ」をなくすことで、 

人種や民族、国籍等の違いを認め 

合い、互いに人権を尊重しあう社会 

を築くことをめざしたものです。 

障がいのある人への差別をなくす 

ことで、誰もが暮らしやすい社会 

を築くことをめざしたものです。 

複雑多様化する人権課題への対応や 

国際都市にふさわしい環境整備をは 

かるために、みんなが差別をしない 

社会づくりをめざすものです。 

府民一人ひとりが共に社会の一員と 

して解決すべき課題であるとの共通 

認識をもち、ヘイトスピーチを解消 

していく社会づくりをめざすものです。 

性的マイノリティに関する府民の理 

解増進を図ることで、差別をなくし、 

誰もが自分らしく生きることができる 

社会づくりをめざすものです。 

親の暴力やネグレクト、学校での体罰や 

いじめ・・・。こどもが心身ともに傷つ 

き、命を落とす痛ましい事案があとを絶 

ちません。こどもの幸せをみんなで守る 

社会をつくりましょう。 

HIV やハンセン病等への差別は決して過去 

の話ではありません。また、感染症に対す 

る誹謗中傷も問題になりました。正しい知 

識を持ち、患者や回復者が偏見や差別に苦 

しむことがないようにしましょう。 

 

匿名性を悪用した、個人の名誉やプライバ 

シーの侵害、差別的な情報の掲示などイン 

ターネット上の人権問題が深刻化していま 

す。一人ひとりがリテラシーを高め、イン 

ターネットを正しく利用しましょう。 

 

同和地区出身を理由に結婚を妨げられたり、 

就職で不公平に扱われたりする差別が今も 

なお行われています。同和問題を正しく理 

解し、差別意識や行為の解消に取り組みま 

しょう。本人以外の者が住民票の写し等の 

交付を受けた場合に、通知を希望する本人 

に対して、交付した事実を知らせる「登録 

型本人通知制度」を活用しましょう。 

介護の際の虐待や詐欺商法など、高齢者が 

被害者となる事件が多発しています。高齢 

者を一律に弱者とする見方も誤りです。高 

齢者の安全と尊厳が保たれる社会を実現し 

ましょう。 

 

職場での差別待遇やアパートの入居拒否な 

ど、障がい者に対する社会的障壁はいまだ 

多く存在しています。「特別扱い」ではなく、 

互いを理解し配慮し合って暮らせる社会を 

めざしましょう。 

 

 

ヘイトスピーチや外国人技能実習生の人権 

侵害など、外国人に対する閉鎖的な態度や 

差別が問題となっています。文化や習慣の 

違いを認め合い、多文化共生社会をつくり 

ましょう。 

 

「男だから」「女だから」という意識がどこかに残っていませんか。 

社会参加や労働条件における男女格差、性的な嫌がらせ、 DV・ストーカー被害などをなくしましょう。 

こんな法律や条例を知っていますか？ 

いま、こんなことも注目されているよ 


